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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下水処理場で発生する難脱水汚泥の汚泥処理方法において、
下水処理場に流入する汚水中の固形物をすり潰して微細化することで、お互いが絡み合っ
ている易分解性有機物と難分解性有機物である繊維分とをほどくとともに、お互いが絡み
合っている繊維分同士をほどき、繊維分を繊維長さ０．１ｍｍ～５ｍｍ、繊維径１μｍ～
５０μｍへ調製する調製工程（３２）と、
調製した固形物から前記繊維分を分離する分離工程（３３）によって前記繊維分を選択的
に回収し、回収した前記繊維分を難脱水汚泥に添加して脱水するとともに、
　前記調製工程（３２）は、一対のディスク（３９、４０）それぞれの表面を、隙間が１
ｍｍ以下になるようにしてお互いに対向させ、前記ディスク（３９、４０）を回転して前
記すり潰しをする工程である
ことを特徴とする汚泥処理方法。
【請求項２】
前記調製工程（３２）は、前記固形物に希釈水を添加することで調製することを特徴とす
る請求項１に記載の汚泥処理方法。
【請求項３】
前記分離工程（３３）は、調製した前記固形分を洗浄水で洗浄して所定性状の繊維分を回
収することを特徴とした請求項１又は２に記載の汚泥処理方法。
【請求項４】
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前記調製工程（３２）の前段に、所定性状の繊維分より大きい夾雑物を除去することを特
徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の汚泥処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、下水処理場で発生する難脱水汚泥を効果的に脱水するために、処理場に流入し
た汚水から繊維分を抽出し、抽出した繊維分を難脱水汚泥に添加して脱水する方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来、下水処理場で発生する難脱水汚泥は繊維分が少なく脱水性が悪い。嫌気消化汚泥処
理では、汚泥中の有機物（繊維分等）を嫌気性細菌の働きによって分解した消化汚泥や微
生物に転換した余剰汚泥等の難脱水汚泥を脱水している。そのため、脱水前の汚泥は繊維
分が減少している。汚泥中の繊維分は凝集の核として機能するとともに、脱水時に凝集フ
ロック内に水路を形成する効果を有するため、繊維分が減少している汚泥は、適切な凝集
を行うことができず、脱水性が悪くなる。
【０００３】
そこで、汚泥を分解することで減少した繊維分を補うため、汚泥に繊維状物又はおがくず
や籾殻等の植物素材を脱水助材として混合して脱水する方法が提案されている。繊維状物
を脱水助材として用いると、少量の添加で安定して低含水率の脱水ケーキが得られ、且つ
加圧脱水の場合には脱水ケーキの剥離性を改善させることが知られている。
【０００４】
また、脱水助材として主に凝集の核となる繊維分は、繊維分の性状によって凝集の核とし
ての性能が変化するため、特定性状の脱水助材を使用することで、脱水性が大きく向上す
る。したがって、適切な脱水助材を汚泥に添加することによって、汚泥は凝集フロックを
形成し、汚泥の脱水性が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－７１２９６号公報
【特許文献２】特開昭６１－２６８４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１では、脱水ケーキの含水率を低下させるため、合成繊維を用いた脱水助材の素
材、太さ、長さ、形状を工夫し、最適な脱水助材として汚泥に添加している。
しかし、合成繊維を脱水助材として用いるには、常に脱水助材を用意し供給しなければな
らない。そのため、脱水助材を使用するためランニングコストは増大し、脱水助材を大量
に添加するため、脱水助材の備蓄・供給設備も設置しなければならない。
【０００７】
引用文献２の技術は、処理場内の汚泥から繊維分を回収するので、別途脱水助材を準備す
る必要がなく、ランニングコスト、設備共に通常の処理と変わりはない。しかし、明細書
内に開示されているような、スクリーンや振動ふるいのメッシュによる分離装置では、繊
維分（難分解性有機物）に絡まり合った食品残渣由来の易分解性有機物等の脱水助材とし
て適切でないものを分離できず、繊維分と共に回収してしまう。従って、大部分が水分で
ある易分解性有機物が絡まった繊維を脱水助材として添加すると、脱水ケーキが増量して
処理費用が高騰する。また、脱水後に易分解性有機物が分解して腐敗するため、添加前の
脱水助材および添加後の脱水ケーキを長期間保存することができない。脱水助材として有
効な繊維分のみを回収する具体的な方法が開示されておらず、必要な繊維分のみを回収す
ることは困難であった。
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本発明は、下水処理場に流入した汚水から所定性状の繊維分のみを選択的に分離回収し、
回収した繊維分を脱水助材として利用する難脱水汚泥の脱水方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
この発明の汚泥処理方法は、下水処理場で発生する難脱水汚泥の汚泥処理方法において、
下水処理場に流入する汚水中の固形物をすり潰して微細化することで、お互いが絡み合っ
ている易分解性有機物と難分解性有機物である繊維分とをほどくとともに、お互いが絡み
合っている繊維分同士をほどき、繊維分を繊維長さ０．１ｍｍ～５ｍｍ、繊維径１μｍ～
５０μｍへ調製する調製工程と、調製した固形物から前記繊維分を分離する分離工程によ
って前記繊維分を選択的に回収し、回収した前記繊維分を難脱水汚泥に添加して脱水する
とともに、前記調製工程は、一対のディスクそれぞれの表面を、隙間が１ｍｍ以下になる
ようにしてお互いに対向させ、前記ディスクを回転して前記すり潰しをする工程であるこ
とを特徴とする汚泥処理方法で、回収する繊維分を脱水助材に最適な性状のものとするこ
とで、脱水性を大幅に向上させることができる。また、易分解性有機物と難分解性有機物
である繊維分を分離可能とする。繊維分は、繊維長さ０．１ｍｍ～５ｍｍ、繊維径１μｍ
～５０μｍとすることで、難脱水汚泥は強固な凝集フロックを形成できるようになり、脱
水性が向上する。
【０００９】
前記固形物に希釈水を添加する、もしくは前記固形物を微細化することで分離が容易とな
る。
前記分離工程は、調整した前記固形分を洗浄水で洗浄して所定性状の繊維分を回収するこ
とで、下水処理場に流入する汚水の中から確実に所定性状の繊維分のみを回収することが
できる。
【００１０】
前記調製工程の前段に、所定性状の繊維分より大きい夾雑物を除去してもよく、調製工程
及び分離工程の妨げになるものを除去する。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の脱水方法では下水処理場に流入した汚水から脱水助材として適切な繊維分（難分
解性有機物）のみを抽出する。抽出した繊維分は脱水助材として凝集前の難脱水汚泥に添
加し、強固な凝集フロックの生成に寄与する。嫌気性消化槽に返送された易分解性有機物
は汚泥の分解効率の向上に寄与する。
【００１３】
繊維分の抽出の際には、所定の繊維分のみを選択的に分離・回収することで、脱水助材と
して最適な性状の繊維分を回収し、難脱水汚泥に添加することができる。
別途用意した合成繊維の脱水助材を用いることはないため、脱水助材のランニングコスト
は必要ない。脱水助材は処理場内で回収してそのまま利用するため、備蓄・供給設備はコ
ンパクト化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る汚泥処理方法のフロー図である。
【図２】同じく、トイレットペーパーと回収装置で回収した繊維を比較するグラフである
。
【図３】同じく、回収装置で得られた繊維を示す参考顕微鏡写真である。
【図４】同じく、トイレットペーパーと回収した繊維を添加した脱水ケーキの含水率を比
較したグラフである。
【図５】本発明の実施例に係る回収装置の詳細図である。
【図６】同じく、他の実施例１の汚泥処理方法で、ＯＤ法を採用した際のフロー図である
。
【図７】同じく、他の実施例２の汚泥処理方法で、混合生汚泥の処理に採用した際のフロ
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ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明による汚泥処理方法は、供給された汚泥を脱水処理する脱水機を備えている。処理
対象となる難脱水汚泥には、下水処理場へ流入した汚水から回収した繊維分を添加して脱
水性を向上させる。下水処理場に流入したばかりの汚水は繊維分が豊富に含まれており、
回収する繊維分は予め定められた長さ、径といった性状の繊維分とすることで、難脱水汚
　泥の凝集に寄与し、難脱水汚泥の脱水性を向上させる。
【００１６】
難脱水汚泥とは、生物処理等によって凝集の核となる繊維分が大幅に減少し、脱水性の悪
くなった汚泥のことである。例えば嫌気性消化槽で生成された消化汚泥や、ＯＤ法の反応
槽で生成されたＯＤ余剰汚泥等が難脱水汚泥にあたる。
【００１７】
図１は本発明に係る汚泥処理方法のフロー図である。
下水処理場に流れ込んだ汚水を最初沈殿池１へ送り、引き抜いた生汚泥を消化槽３７で生
物処理し、脱水している。
最初沈殿池１の沈殿物の主成分としては、繊維分が主にトイレットペーパーであり、固形
分が食品残渣や排泄物である。トイレットペーパーの繊維分の繊維長さは０．１～３０ｍ
ｍで、繊維径は１～５０μｍである。
【００１８】
図１に示すフロー図は、下水処理場に流れ込んだ流入水を分離する最初沈殿池１と、最初
沈殿池１で分離した汚水中の有機物を浄化処理する反応タンク２と、最初沈殿池１で分離
した生汚泥を濃縮する重力濃縮槽３５と、重力濃縮槽３５の前段で所定量の生汚泥を引き
抜いて脱水助材を選択的に分離回収する回収装置３と、反応タンク２の混合液を分離する
最終沈殿池２０と、最終沈殿池２０で分離した余剰汚泥を濃縮する機械濃縮槽３６と、重
力濃縮汚泥および機械濃縮汚泥を嫌気性処理する消化槽３７と、回収した繊維分と消化汚
泥を混合した汚泥を固液分離する脱水機８からなる。回収した脱水助材を一時的に貯留す
る槽を設けてもよい。
また、重力濃縮槽３５は回収装置３から返送される易分解性有機物等の残渣も濃縮する。
そして重力濃縮槽３５は上澄液を最初沈殿池１前段へ返送している。最終沈殿池２０より
、反応タンク２へ返送される汚泥の一部を機械濃縮槽３６へ送っている。
【００１９】
本発明では、汚水中の繊維分を脱水助材として利用するため、下水処理場に流入した汚水
中の繊維分を回収装置３で回収している。回収した脱水助材は、凝集前の難脱水汚泥等に
添加され、凝集の核として機能する。
また、脱水助材の、素材、長さ、太さ等の性状は、脱水助材を添加した汚泥の凝集作用に
影響することは先行技術として公知である。汚泥に対して適切な性状の脱水助材を添加す
れば、強固な凝集フロックを形成し、脱水性が向上する。よって脱水助材の性状は、事前
に被処理汚泥に適したものを選定している。
本発明では、予め定められた性状の繊維分のみを回収し、脱水助材とすることで、脱水性
を向上させている。
【００２０】
ここで、本発明者らが試行錯誤と実験とを繰り返してきた結果、脱水助材としてトイレッ
トペーパーを用いることで、脱水ケーキの含水率を大幅に低減できるという成果が得られ
た。そこでトイレットペーパーの繊維の性状に着目し、トイレットペーパーと同等の性状
の繊維分を脱水助材として利用することで、含水率の低減を図ることに成功した。
【００２１】
図２は、トイレットペーパーと回収装置３で回収した繊維を比較するグラフである。
グラフは、横軸を繊維の長さ、縦軸を繊維の個体数とした時の、トイレットペーパーを水
中に溶解して得られた繊維分と、本発明の回収装置３で下水処理場から回収した繊維分と



(5) JP 6146665 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

を比較している。
比較結果より、下水汚泥中の繊維分布（繊維長さ、個体数）がトイレットペーパーと酷似
していることが判明した。また、回収する繊維の性状として、繊維長さ０．１ｍｍ～５ｍ
ｍとしておくことが好ましいことが分かる。
【００２２】
図３は、本発明の回収装置で得られた繊維を示す参考顕微鏡写真である。
トイレットペーパーと同様で繊維径にばらつきは無く、１μｍ～５０μｍの範囲に収まっ
ていることが判明した。
【００２３】
これらのことから、回収装置３で回収した繊維分の性状分布は、トイレットペーパーの繊
維性状と非常に酷似しており、本発明の回収装置３で回収した繊維分はトイレットペーパ
ーの繊維分と同等の性状を有するもので、脱水助材として好ましいことが分かる。
【００２４】
図４は、トイレットペーパーと回収した繊維を添加した脱水ケーキの含水率を比較したグ
ラフである。
グラフは、横軸を添加物の添加率、立軸を含水率低減効果とし、トイレットペーパーと回
収した繊維の、脱水助材としての効果を比較している。
　双方とも添加率の増加に伴い、脱水ケーキの含水率が低下しており、その傾向は酷似し
ている。
従って、本発明の回収装置３で回収した繊維分はトイレットペーパーの繊維分と同等の性
状を有するもので、脱水助材として好ましいことが分かる。
【００２５】
本発明で用いられる回収装置３は、すり潰し機３０と洗浄分離機３１で構成され、すり潰
し機３０で繊維分を調製する調製工程３２、洗浄分離機３１で回収対象外の有機分等を洗
い流し回収対象内の繊維を回収する分離工程３３を備える。
【００２６】
≪調製工程≫
下水処理場に流入した汚水中の固形物には、脱水助材として回収するトイレットペーパー
の主成分である難分解性有機物の植物繊維以外にも、食品残渣由来の易分解性有機物を主
成分とした夾雑物、ＳＳが混在しており、それらが繊維分と絡み合っている場合もある。
従って調製工程３２において、回収範囲以上の繊維分の長さを整えると共に、繊維分の絡
まりをほどき、夾雑物又はＳＳを細かくするなどして、汚泥を調製する必要がある。この
とき希釈水を添加して絡まりをほどいてもよい。
調製工程３２時に希釈水を注水して、汚泥濃度を低くした状態で微細化してもよい。
【００２７】
調製工程３２では、回収対象の繊維分を含む夾雑物及びＳＳをすり潰し機３０で微細化し
てもよい。繊維分の多くは、繊維分同士又は有機物等と絡み合っているため、そのままで
は洗浄分離機３１で有機物等を除去することが困難である。そこで、繊維分をすり潰し機
３０で微細化し、繊維分と有機物等を容易に分離できるようにする。有機物等が主に食品
残渣である場合、すり潰すことにより食品残渣内部の繊維分を抽出できると共に、その他
の有機物等を微細化できる。
【００２８】
すり潰し機３０としては、円板形、ローラ型、ミキサー等、繊維分を微細化できるのであ
ればどのようなものでも構わない。
【００２９】
≪分離工程≫
分離工程３３では、洗浄分離機３１を用いて前工程で調製した繊維分をふるいに掛け、洗
浄水を用いて洗い流すことで所定の繊維分と易分解性有機物とを分離する。
前工程で繊維分は調製され、繊維分と絡み合っていた易分解性有機物等はほどけている。
よって、回収範囲内の繊維分が残るようにふるいに掛ければ、所定の性状の繊維分のみが
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回収できる。
【００３０】
ここで、ある程度ふるいに掛けた繊維分を洗浄水で洗浄することで、繊維分に付着した、
わずかな有機物等をさらに取り除くことができる。
洗浄分離機３１には回転円筒型分離機等が用いられ、回転円筒型分離機の場合、内部の洗
浄パイプ３８から洗浄水を噴射すれば、繊維分をふるいに掛けながら洗浄でき、回収範囲
内の繊維分を確実に回収できる。
回転円筒型分離機は、繊維分をふるいに掛けながら洗浄する装置であればどのようなもの
でもよく、多様な形態が考えられる。
【００３１】
回収した指定範囲内の繊維分は脱水助材として難脱水汚泥に添加し、凝集の核として機能
させる。
なお、洗浄分離機３１の洗浄排水は重力濃縮等で固液分離し、上澄液を更に清澄ろ過すれ
ば洗浄水として再利用できる。固形物は回収装置３で繊維分（難分解性有機物）が回収さ
れているため、易分解性有機物が多く含まれており、消化槽３７に送れば分解効率を向上
させることができる。
【００３２】
≪夾雑物除去工程≫
また、下水処理場に流入した汚水中に回収範囲上限以上の大きな夾雑物等が混入している
場合には、調製工程３２の前段に以下の夾雑物除去工程３４を追加する。
夾雑物除去工程３４では、下水処理場に流入した汚水中の夾雑物等をスクリーン等によっ
て除去する。この工程は、回収範囲上限以上の大きな夾雑物等と、回収対象の繊維分を含
む有機物及び小さな夾雑物等とを分離し、大きな夾雑物等を除去することを目的とする。
大きな夾雑物等は脱水助材として不適切であり、次工程の調製工程３２において調製の妨
げになるため、最初の工程で除去しておかなくてはいけない。従ってスクリーンは、回収
範囲上限以上の夾雑物等を除去できるスクリーンであればどのようなものでもよく、バー
スクリーン、ふるい又はドラムスクリーンといったものでもよい。
また、上述してきた調製工程３２、分離工程３３は一つの装置で行うことができ、その装
置の中に夾雑物除去工程３４を含めてもよい。
【実施例】
【００３３】
図５は本発明の実施例に係る回収装置の詳細図である。
回収装置３は主に調製工程３２と分離工程３３からなる。
【００３４】
≪調製工程≫
本実施例では、最初沈殿池１より送られてきた生汚泥は繊維分と夾雑物や有機物が絡み合
っているため、調製工程３２で絡み合った繊維分を繊維長さ０．１ｍｍ～０．５ｍｍ、繊
維径１μｍ～５０μｍの繊維分に調製する。生汚泥を希釈水で希釈し、微細化は回転ディ
スク３９と固定ディスク４０を対向させたすり潰し機３０で行われる。対向させたディス
ク内部に供給した生汚泥は、ディスク表面の粗く微小な凹凸によって微細化されながら外
部に排出され、微細化された生汚泥は分離工程３３に送られる。
【００３５】
すり潰し機３０は外周部から中心に向かって内部に円錐状の凹部を形成した円盤状のディ
スクを回転可能に対向している。一方のディスクは固定ディスク４０であり、中心部に有
した供給口から内部へ生汚泥が供給される。他方のディスクは回転ディスク３９であり、
他端に電動機を有する回転軸と連結している。
対向するディスクの中心部の容積は広く、外周に向かうほど容積が狭くなっている。外周
端の隙間は１ｍｍ以下に設定し、中心部に供給された生汚泥はポンプによる圧入圧力と回
転ディスク３９の遠心作用により外周側に移送されながらディスクの内面で微細化される
。
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微細化により、長さ０．１ｍｍ～３０ｍｍであった繊維が、長さ０．１ｍｍ～５ｍｍに調
製される。
生汚泥中の絡み合っていた繊維分と夾雑物や有機物は、希釈、微細化によりほどけ、容易
に分離できるようになる。大きな夾雑物は、微細化により除去しやすい大きさに砕かれる
。
【００３６】
ディスク外部に排出された生汚泥は、ディスクを囲うケーシング４１に連結された移送管
４２を経て分離工程３３へ送られる。
【００３７】
≪分離工程≫
本実施例の分離工程３３は、洗浄分離機３１で行われる。
移送管４２より洗浄分離機３１に送られてきた調製された生汚泥には、回収範囲内外の繊
維分、水分、夾雑物等が含まれている。また、直接洗浄分離機３１へ投入したのでは水負
荷が大きく、繊維分と水分又は夾雑物を分離しきれない場合、濃縮装置で予め、ある程水
分又は夾雑物を取り除いておき、水負荷を軽減しておいてもよい。
【００３８】
洗浄分離機３１には円筒スクリーンを用いる。洗浄分離機３１は繊維分を搬送しながら、
回収範囲外の有機物、夾雑物等をスクリーンで取り除く。回収範囲内の繊維分を残留させ
るよう、スクリーンの微細孔を設定する。また、回収対象の繊維分を搬送しつつ、洗浄パ
イプ３８からは洗浄水を噴出させ、繊維分を洗浄する。洗浄水による洗浄で、繊維分に付
着した夾雑物や回収範囲外の有機物や夾雑物等を洗い流し、回収範囲内の繊維分を確実に
回収する。洗浄された回収範囲内の繊維分は回収口より回収される。
【００３９】
この様に回収装置３で繊維分を回収することで、後段の凝集過程で凝集作用に大きく寄与
する性状の繊維分のみを選択的に回収できる。
回収した繊維分は脱水助材として難脱水汚泥に添加する。なお、繊維分には易分解性有機
物は混入していないため腐敗しづらく、必要に応じて一時的に繊維分を貯留してもよい。
分離工程３３で取り除かれた水分、夾雑物、有機物は、重力濃縮槽３５へ送る。
【００４０】
消化槽３７には、反応槽を経て最終沈殿池２０より送られてきた余剰汚泥が濃縮されて送
られてくる他、回収装置３で除去した、脱水助材として利用しない有機物又は夾雑物等も
送られており、植物系繊維等の難分解性有機物は脱水助材として回収されているため、易
分解性有機物のみが消化槽３７に送られる。従って、消化期間が短くなり、消化槽３７も
小さくすることができる。
消化槽３７では汚泥中の有機物が嫌気性細菌の働きによって分解され、消化汚泥と炭酸ガ
スとメタンガス等に分かれる。
【００４１】
消化槽３７で生成された消化汚泥は脱水機８の前段で、回収装置３で回収された繊維分と
混合する。
消化汚泥は消化槽３７で有機物が分解されているため、凝集の核となる繊維分が不足して
いる。回収装置３で回収した繊維分を添加、混合することで不足した繊維分を補うことが
できる。
【００４２】
繊維分を添加した消化汚泥は必要に応じて凝集剤を添加し、攪拌することで凝集フロック
を形成させ、凝集汚泥を生成する。回収装置３で回収した繊維分は、凝集に適切な性状の
繊維を選択的に回収してあるため、強固な凝集フロックを形成することができ、脱水域に
よる脱水性能を向上させることができる。
【００４３】
凝集汚泥はスクリュープレス１８へ送られ、脱水される。
本実施例では、脱水機８としてスクリュープレス１８が採用されているが、その他フィル
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【００４４】
図６は他の実施例１の汚泥処理方法でＯＤ法を採用した際のフロー図である。
処理場に流入する流入水は、反応タンク１９に流入し微生物の作用により浄化される。流
入水の一部は、反応タンク１９流入路から分岐した固液分離機２１に送られ、汚水中の懸
濁物質を分離する。洗浄排水は回収装置３へ移送する。また、ろ過水は反応タンク１９前
段の流入側に返送する。回収装置３へ移送された懸濁物質等の排水からは、脱水助材が選
択的に分離回収される。重力濃縮槽３５は最終沈殿池２０から移送される余剰汚泥と、回
収装置３から返送される易分解性有機物等の残渣を濃縮する。重力濃縮槽３５の上澄液は
反応タンク１９前段の流入側へ送られる。回収装置３で排出される残渣は反応タンク１９
へ返送してもよい。重力濃縮槽３５で濃縮された難脱水性の余剰汚泥等は、回収装置３で
回収した脱水助材を混合され、必要に応じて高分子凝集剤を添加して、脱水機８にて脱水
処理を行う。
【００４５】
また、ここではＯＤ法による処理の実施例としているが、反応タンク１９の形態を変更す
ればＭＢＲ法の実施例も同様のフロー図となる。
なお、ＭＢＲを採用した場合は、最終沈殿池２０が不要となり、反応タンク１９の上澄液
を処理水として排出し、汚泥を重力濃縮槽３５に移送するか、場合によっては直接脱水機
８に送られる。
【００４６】
図７は他の実施例２の汚泥処理方法を混合生汚泥の処理に採用した際のフロー図である。
最初沈殿池１から引き抜いた生汚泥と最終沈殿池２０で発生した余剰汚泥を混合した混合
生汚泥を脱水処理するフロー図となる。
ここで、夜間は昼間よりも一般的に汚水の流入量が減少するため、最初沈殿池１から引き
抜かれる汚泥の量が減少する。従って、最終沈殿池２０から送られる余剰汚泥の割合が増
えるため、混合汚泥は難脱水性となる。よって、混合生汚泥の脱水に本発明の汚泥処理方
法を採用することで、脱水効率が向上する。
【００４７】
　脱水助材に関するフローは図１と同様で、最初沈殿池１から引き抜いた生汚泥から回収
装置３により脱水助材を回収する。回収装置３から排出された易分解性有機物等の残渣は
重力濃縮槽３５に返送され、重力濃縮汚泥(生汚泥)および機械濃縮汚泥（余剰汚泥）を混
合して脱水機８にて脱水処理される。脱水機８の前段で混合生汚泥に繊維分を添加する。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
本発明に係る汚泥処理方法は下水処理場に流入した汚水中の繊維分を脱水助材として有効
活用するもので、脱水助材として適した繊維分のみを選択的に回収して難脱水汚泥に添加
するため、回収した繊維分で十分な凝集が行え、脱水性を向上させることができる。さら
に、脱水助材を購入、備蓄する必要がないため、コストダウンや設備の小型化を図ること
ができる。下水処理場に流入したばかりの汚水から繊維分を回収して利用するので、汚泥
処理方法には関係なく様々な処理施設に適応できる。
【符号の説明】
【００４９】
３２　調製工程
３３　分離工程
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